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平成１９年（行ケ）第１００４６号 審決取消請求事件

平成１９年９月１３日判決言渡，平成１９年７月５日口頭弁論終結

判 決

原 告 X

被 告 株式会社みずほフィナンシャルグループ

訴訟代理人弁護士 鳥海哲郎

訴訟代理人弁理士 廣中健，阪田至彦

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は，原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 原告の求めた裁判

「特許庁が無効２００６－８９０３２号事件について平成１８年１２月２８日に

した審決を取り消す。」との判決

第２ 事案の概要

本件は，被告の商標登録につき原告が無効審判を請求したところ，特許庁が同請

求を不成立とする審決をしたためその取消しを求める事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 被告は，別紙商標目録記載１の商標（以下「本件商標」といい，その登録

を「本件商標登録」という。）の商標権者である（乙５）。

(2) 原告は，平成１８年３月８日，本件商標登録について無効審判の請求をした

（無効２００６－８９０３２号事件として係属）ところ，特許庁は，同年１２月２８

日，「本件審判の請求は，成り立たない。審判費用は，請求人の負担とする。」との審

決をし，平成１９年１月１０日，その謄本を原告に送達した。

２ 審決の要点

原告は，審判請求手続において，自己が商標権者である別紙商標目録記載２の商
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標（以下「引用商標」といい，本件商標と併せて「本件両商標」ということがあ

る。）を引用した上，本件商標は引用商標と同一又は類似のものであり，本件商標

の指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似のものであることなどを根拠に，

本件商標登録は商標法４条１項１１号，同項１５号，同法８条１項又は同法３条１

項柱書の規定に違反してされたもので無効である旨主張したのに対し，審決は，本

件両商標は非類似のものである旨判断するなどした上，本件商標登録は商標法の上

記各規定に違反してされたものではないから同法４６条１項の規定によりこれを無

効とすることはできないとした。

審決の理由中，本件商標登録が商標法４条１項１１号，同項１５号及び同法８条

１項の規定に違反してされたものではないとの判断に係る部分は，以下のとおりで

ある（原告は，審決取消事由として，同法３条１項柱書違反の主張をしないため，

この点に係る審決の引用は省略する。）。

(1) 本件商標と引用商標との類否について

「本件商標は，前記したとおり「ＭＩＺＵＨＯ」の欧文字を書してなるから，これよりは

「ミズホ」の称呼及び「瑞穂（よく実った穂）」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し，引用商標は，前記のとおり「みずほねっと」の文字を平仮名で同書，同大，同

間隔に一連に書してなるものであり，これより生ずる称呼も冗長でなく一気に称呼し得るもの

であるから，これよりは「ミズホネット」の一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断

するのが相当である。

しかして，本件商標より生ずる「ミズホ」の称呼と引用商標より生ずる「ミズホネット」の

両称呼は，後半部において「ネット」の有無という顕著な差異を有するものであるから，それ

ぞれを一連に称呼しても，何ら相紛れるおそれはないものである。

また，本件商標と引用商標は，それぞれ前記の構成よりなるから，外観上，十分に区別し得

る差異を有するものであり，さらに，観念においても引用商標は前記したとおり造語と認めら

れるものであるから，両者は比較し得ないものであり，類似するものとは認められない。

そうすると，本件商標と引用商標とは，その指定役務において抵触するところがあるとして
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も，その称呼，外観及び観念のいずれの点からしても，非類似の商標といわなければならな

い。」

(2) 商標法４条１項１５号について

「本件商標と引用商標は，上記(1)で認定，判断したとおり非類似の商標と認められるもの

であり，かつ，そもそも商標法４条１項１５号の規定は，引用商標が需要者の間に広く認識さ

れていること（著名性）が要件とされているところ，請求人は，引用商標の著名性はもとより，

引用商標をその指定役務に使用していることについて何らの証拠も提出していないものである

から，本件商標をその指定役務に使用しても，その出所について混同を生ずるおそれがあるも

のとは認められない。」

(3) 審決の「結び」

「したがって，本件商標は，商標法・・・，同法４条１項１１号，同項１５号及び同法８条

１項に違反して登録されたものでないから，同法４６条１項の規定により，その登録を無効と

することはできない。」

第３ 審決取消事由の要点

審決は，本件両商標の類否判断を誤った結果，本件商標登録が商標法４条１項１

１号，同項１５号又は同法８条１項の規定に違反してされたものでないとの誤った

判断をしたほか，引用商標が著名でないこと及び原告が引用商標をその指定役務に

ついて使用していないことを理由に本件商標登録が同法４条１項１５号の規定に違

反してされたものでないとの誤った判断をしたものであるから，取り消されるべき

である。

１ 取消事由１（本件両商標の類否判断の誤り）

(1) 本件両商標の類否判断に当たっては，以下の点を考慮すべきであり，本件

両商標の外観上異なる文字種（ローマ字と平仮名）を固定化すべきではないし，ま

た，引用商標を常に構成全体のみから捉えることにより，特定の観念を生じさせな

い一体不可分の語として認識し，把握すべきではない。

ア 本件両商標の類否判断に当たっては，取引の実情（「インターネット」の略
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語として「ネット」の語が使用されていること，インターネットにおいては，識別

標識として，ドメイン名が用いられていること）を，当該役務の供給者の視点や，

当該役務の取引者・需要者の視点において判断すべきである。

イ 外観上異なる文字種により構成される２つの商標の類否判断に当たっては，

両者を同一の文字種で表示した場合についても考察されるべきである。

ウ 商標の使用に係る商標法５０条１項の括弧書きに従えば，平仮名で表示され

た引用商標については，片仮名及びローマ字による表示についても考慮されるべき

である。

エ 本件両商標は，ともに標準文字により構成されるところ，標準文字の場合に

は，すべての構成文字を同書体，同大，同色で統一して表示する必要はない。

オ 引用商標は，自他役務識別機能を有する「みずほ」の語の後ろに，識別標識

としての機能がないか，あったとしても希薄である「ねっと」の語を結合させたも

のである。

カ なお，本件商標がその指定役務について著名であるとの被告の主張は，否認

する。

(2) 本件両商標の外観について

上記(1)によれば，本件商標の外観は「ＭＩＺＵＨＯ(Mizuho)」，「みずほ」又

は「ミズホ」となるのに対し，引用商標の外観は「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ(Mizuho

Net)」，「mizuho.net」，「みずほねっと」又は「ミズホネット」となり，上記

(1)エ及びオにも照らせば，本件両商標は，外観上類似するといえる。

ただし，引用商標が，外観（視覚）上，まとまりがよいことは認める。

(3) 本件両商標から生じる観念について

上記(1)によれば，本件商標からは「瑞穂（みずみずしい稲の穂）」の観念が生

じるのに対し，引用商標の「みずほ」の部分からは「瑞穂（みずみずしい稲の

穂）」の観念が，「ねっと」の部分からは「ネットワーク」，「インターネット」

等の観念がそれぞれ生じ，上記(1)エ及びオにも照らせば，両商標は，観念上類似
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するといえる。

ただし，「みずほねっと」の語が造語であることは認める。

(4) 本件両商標から生じる称呼について

上記(1)によれば，本件商標からは「ミズホ」の称呼が生じるのに対し，引用商

標からは「ミズホネット」，「ミズホドットネット」等の称呼が生じるのであるか

ら，上記(1)エ及びオにも照らせば，本件両商標は，称呼上類似するといえる。

ただし，引用商標を「ミズホネット」と，短く，よどみなく一連に称呼し得るこ

とは認める。

(5) 以上によれば，本件両商標は，その外観，観念及び称呼のいずれの点から

も類似するといえるから，これを非類似とした審決の判断は誤りである。

２ 取消事由２（商標法４条１項１５号違反についての判断の誤り）

(1) 本件両商標を非類似とした審決の判断に誤りがあることは，上記１におい

て主張したとおりである。

(2) 加えて，審決は，引用商標が著名でないこと及び原告が引用商標をその指

定役務について使用していないことを根拠に，本件商標をその指定役務に使用して

も，その出所について混同を生ずるおそれはない旨判断するところ，確かに，原告

は，引用商標を使用していないし，また，引用商標は，著名・周知ではない。

しかしながら，商標法４条１項１５号の規定に該当するための要件として，引用

商標が何らかの業務について使用されている必要はない。また，取引者・需要者が

本件商標に接した後，引用商標に接した場合，引用商標は著名・周知でないから，

取引者・需要者は，引用商標に係る役務の出所について，被告又はこれと経済的・

組織的に何らかの関係を有する者であると誤認するおそれがあるといえる。

(3) 以上からすると，本件商標登録が商標法４条１項１５号の規定に違反して

されたものではないとの審決の判断は誤りである。

第４ 被告の反論の骨子

１ 取消事由１（本件両商標の類否判断の誤り）に対して
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(1)ア 引用商標は，「みずほねっと」の文字を平仮名で同書，同大，同間隔に

一連に書して成るものであり，引用商標全体から生ずる称呼も５音と短くて冗長で

なく，よどみなく一気に称呼し得るものであり，また，ドメイン名でもないから，

引用商標は，全体として一体不可分の造語として感得されるものであり，外観，称

呼及び観念のいずれの点においても，これを「みずほ」と「ねっと」の２つの部分

に分断して観察しなければならない理由はない。

平仮名で記載された「ねっと」の文字に接した者は，これを，外来語である「イ

ンターネット」の「ネット」や，「ネットワーク」の「ネット」の意味を有するも

のとして認識することはなく，これらとは異なる何かであろうという認識を抱くも

のであるから，引用商標においては，外観及び称呼上の強い一体性とも相まって，

「みずほねっと」の６文字が一体不離に結合し，全体として一つの造語を構成する

と認識されるものである。

通信・放送業に係る取引場裡においては，ある特定の文字から成る商標と，当該

文字又は当該文字と同一の称呼を生じさせる文字の後に「ねっと」の文字を付属さ

せた商標とが併存する場合，後者は，全体で一体不可分の造語と認識され，前者と

は彼此識別可能なものとして，出所の混同を生じさせることなく使用されていると

いう取引の実情がある。

引用商標は，まとまりよく一体に構成されているものであるから，引用商標に接

した取引者・需要者が，「ねっと」の文字に識別力がないものとみなし，「みず

ほ」の部分を切除抽出することはないし，「みずほ」の部分のみに着目するという

理由もない。

イ 引用商標の外観について

上記アにおいて主張したとおり，引用商標の外観上，取引者・需要者が，「みず

ほ」の部分にのみ着目することはない。

ウ 引用商標から生じる観念について

上記アにおいて主張したところからすると，引用商標からは，「瑞々しい稲の
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穂」と「インターネット」又は「ネットワーク」といった２つの独立した観念が生

じることはなく，むしろ，「みずほねっと」全体として，特定することのできない

漠然とした観念が生じるものである。

エ 引用商標から生じる称呼について

上記アにおいて主張したところからすると，引用商標からは，「みずほ」の部分

が切除抽出されて「ミズホ」の称呼が生じることはない。

オ 本件商標の著名性等について

本件商標が，株式会社みずほホールディングスを中核会社とする企業グループが

使用する商標及び当該企業グループの略称として著名であったのに対し，引用商標

は，使用されていないというのであるから，このような取引の実情を考慮すれば，

本件両商標の間で出所の誤認混同が生じることがないことは明白である。

カ 以上からすると，本件両商標が非類似であるとした審決の判断に誤りはない。

(2)ア 原告は，外観上異なる文字種により構成される２つの商標の類否判断に

当たっては，両者を同一の文字種で表示した場合についても考察されるべきである

と主張するが，２つの商標の類否判断に当たって対比の対象とされるのは，「願書

に記載した商標」（商標法２７条１項）であるから，本件両商標がともに標準文字

により構成されることを理由とする部分も含め，原告の上記主張は，失当である。

イ また，原告は，上記主張の根拠として，商標法５０条１項の括弧書きをも根

拠とするが，同項の括弧書きは，同条についての解釈規定であり，他の規定におけ

る登録商標についてまで一律に拡大させる旨の一般規定ではないから，同項の括弧

書きを根拠とする原告の上記主張も，失当である。

２ 取消事由２（商標法４条１項１５号違反についての判断の誤り）に対して

(1) 本件両商標が非類似のものであることは，上記１において主張したとおり

である。

(2) さらに，商標法４条１項１５号の規定の適用に当たっては，具体的出所の

混同，すなわち，現実に出所の混同が生じるか否かが問われるのであるから，同号
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にいう「他人の業務」とは，文理上，出願商標について登録の可否を判断する際に

現に存在するものか，少なくとも過去に存在したものでなければならない。

本件においては，「他人」である原告の業務が存在せず，しかも，原告が現実に

引用商標をその業務について使用していないというのであるから，出所混同の対象

は存在せず，被告が本件商標を使用することによって現実に出所の混同が生じるこ

とはあり得ない。

(3) 以上によれば，本件商標登録が商標法４条１項１５号の規定に違反してさ

れたものでないとの審決の判断に誤りはない。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（本件両商標の類否判断の誤り）について

(1)ア 引用商標は，前記のとおり，「みずほねっと」の平仮名６文字を標準文

字で，同書，同大，同間隔に一連にまとまりよく書して成るものであり，また，決

して冗長ではなく，一息によどみなく称呼し得るものであるから，引用商標から

「ミズホネット」の称呼が生ずることは明らかである。更に検討するに，引用商標

は，「みずほ」と「ねっと」から成る一種の造語であると認めることができるとこ

ろ，「みずほ」は，「みずみずしい稲の穂」（株式会社岩波書店平成１０年１１月

１１日発行の「広辞苑第五版」。甲１３）を意味する普通名詞であり，「ねっと」

の語はそれ自体国語辞典には掲載されていないのであるから，引用商標は原告によ

る造語であり，直ちに，一般人がその観念を了解することは困難であるといわざる

を得ない。もっとも，「ねっと」と称呼を同じくする「ネット」は，「網」，「ネ

ットワーク」，「インターネット」等の意味を有する普通名詞（前掲広辞苑等）で

あるところ，引用商標の外観から直ちに「ネット」を想起することができるか否か

は平仮名と片仮名の相違があることから疑問といわざるを得ないが，称呼だけから

は両者は区別できないため，「みずほねっと」を「みずほネット」と理解すること

も十分考えられるところである。そして，この場合の称呼及び観念についてみると，

前述のとおり「みずほ」も「ネット」も共に普通名詞であり，それ自体は自他役務
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識別機能を有しないことを考慮すると，これら普通名詞同士の組合せから成る一種

の造語として理解されるものというべきであるから，その称呼は「ミズホネット」

であり，「ミズホ」のみの称呼は生じないものというべきである。次に観念につい

てみると，「ネット」の前記のような意味を踏まえ，「みずほネットワーク」ない

しは「みずほインターネット」との観念が生ずる余地があるところである。しかし，

これらは，いずれも普通名詞２語の組合せから成る一種の造語であり，２語が相ま

って初めて一つの観念を形成するものというべきであるから，これらから単に「瑞

穂」なる観念が生ずる余地はないものというべきである。

イ 原告は，引用商標において自他役務識別機能を有するのは「みずほ」の部分

であり，引用商標は，この語の後ろに，同機能を有しないか，有するとしても希薄

である「ねっと」の語（「インターネット」の略語）を結合させたものであるから，

引用商標を一体不可分の語と認識すべきではない旨主張する。

しかしながら，上記主張は，前項に説示したところに照らして失当であり，採用

することはできない。

(2)ア そして，前記のとおりの本件商標の構成（「ＭＩＺＵＨＯ」の文字を標

準文字で書して成るもの）に，上記(1)において説示したところを併せ考慮すると，

①本件両商標の外観が類似するということはおよそできず，②本件商標からは「瑞

穂（みずみずしい稲の穂）」の観念が生じるのに対し，引用商標からは，「みずほ

ネットワーク」ないしは「みずほインターネット」の観念が生じ得る余地があり，

③本件商標からは「ミズホ」の称呼が生じるのに対し，引用商標からは「ミズホネ

ット」の称呼が生じることになるのであるから，本件両商標は，外観，観念及び称

呼のいずれの点からも，類似しないものであるといわざるを得ない。

イ(ｱ) 原告は，本件両商標の類否判断に当たっては，本件両商標の文字種を固

定化すべきではなく，本件両商標を同一の文字種（平仮名，片仮名及びローマ字）

においても対比すべきである旨主張するが，商標法２７条１項は，「登録商標の範

囲は，願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。」と規定し，また，
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同法１２条の２第２項３号は，出願公開に際して商標公報に掲載すべき事項として，

「願書に記載した商標（第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現

したもの。・・・）」と規定しているのであるから，原告の上記主張は失当である。

(ｲ) 原告は，上記主張の根拠として，商標法５０条１項の括弧書きを挙げるが，

同括弧書きは，登録商標の不使用を理由とする商標登録の取消審判において，使用

していると認められる当該登録商標の範囲（構成）について定めたものであるから，

これを，商標の類否判断における当該商標の範囲（構成）を規律するものと解する

のは相当でない。

ウ 原告は，標準文字により構成される商標の場合には，すべての構成文字を同

書体，同大，同色で統一して表示する必要はない旨主張するが，本件両商標は，い

ずれも色彩を付した商標ではないし，また，標準文字とは，特許庁長官の指定する

文字であって（商標法５条３項），登録商標の範囲を定めるに当たり，構成文字の

書体を変更したり，その大きさを不統一なものにしたりすることが許されないもの

であるから，原告の上記主張を採用することはできない。

エ 原告は，インターネットにおいては，識別標識として，ドメイン名が用いら

れているとの取引の実情にかんがみ，本件商標を，引用商標をドメイン名化した

「mizuho.net」と対比すべきであるとも主張するが，独自の見解であって，到底採

用することができない。

(3) 以上によれば，本件両商標の類否判断の誤りをいう取消事由１は，理由が

ない（したがって，本件商標登録が商標法４条１項１１号，同項１５号又は同法８

条１項の規定に違反してされたものではないとの審決の判断に誤りはないことにな

る。）。

２ 取消事由２（商標法４条１項１５号違反についての判断の誤り）について

上記１において説示したところによれば，本件商標登録が商標法４条１項１５号

の規定に違反してされたものではないとの審決の判断に誤りはないことになるが，

念のため，以下，取消事由２に対する当裁判所の判断を示すこととする。
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(1) 本件両商標が類似しないものであることは，上記１において説示したとお

りである。

(2) そして，原告は，引用商標を使用していないこと及び引用商標が著名・周

知でないことを自認しているのであるから，本件商標が，「他人」である原告の業

務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であると認めることは到底

できず，その他，そのような事実を認めるに足りる証拠はない。

(3) 以上によれば，商標法４条１項１５号違反についての判断の誤りをいう取

消事由２は，理由がない。

３ 結論

よって，審決取消事由はいずれも理由がないから，原告の請求を棄却することと

し，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官

田 中 信 義

裁判官

古 閑 裕 二

裁判官
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浅 井 憲
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商 標 目 録

（商標法施行令別表記載の類については，以下，単に「第３８類」などと略記す

る。）

１ 登録番号 第４４５７７４６号

商標の構成 「ＭＩＺＵＨＯ」の文字を標準文字で書して成るもの

指定役務 第３８類「移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計

算機端末による通信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，

無線呼出し，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をする

者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」

登録出願日 平成１１年１２月１６日

設定登録日 平成１３年３月９日

２ 登録番号 第４２４６２２０号

商標権者 原告

商標の構成 「みずほねっと」の文字を標準文字で書して成るもの

指定役務 第３５類「広告，商品の販売に関する情報の提供」及び第３８類

「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」

登録出願日 平成９年５月２６日

設定登録日 平成１１年３月５日


